
 

臨時国会の日程が決まる 
第 212 回臨時国会の会期が、10 月 20 日に召集、12 月 13 日が会期末になっています。最初に行われる

岸田内閣総理大臣による所信表明演説について、与党側は通例通り召集日の 10月 20日に実施し、各党の

代表質問を 23日から実施と主張。これに対し野党側は、前例が無いと前置きしつつ、召集日の 20日には

実施せず、週明けの 23日に実施、通常 1日空けてから始まる各党代表質問を、翌 24日から実施を主張し

ました。いわゆる日程闘争です。 

野党側が 23 日にこだわった理由は、22 日に衆議院長崎４区および参議院徳島・高知選挙区の補欠選挙

が行われるためです。与党としては、所信表明演説を行って各党代表質問を行う前に補欠選挙の投票日を

迎える「与党有利」な日程を提起。野党は所信表明演説が補欠選挙に影響しない日程を主張していました。 

 結果として異例ですが「フェア」な野党側の主張が通り、10 月 20 日召集、23 日に所信表明演説、24

日より各党代表質問、という日程で合意しました。会期中に、ＡＰＥＣ首脳会談が 11月 15日から 17日、

会期終了後に ASEAN 特別首脳会議が 12 月 16 日から 18 日という外交日程が入っており、日程的には厳し

いものの、年末までに解散総選挙を行うこともできるような国会日程です。 

臨時国会での議論に注目していきましょう！ 
臨時国会中の主だった政治日程 臨時国会中に提出・審議が見込まれる法律案 

10月 20日 第 212回国会召集 
金融商品取引法改正案 

四半期報告書の廃止 

決算短信のみに 22日 衆参補欠選挙 

23日 所信表明演説 
大麻取締法改正案 

医薬品大麻を使用可能に 

大麻「使用」も犯罪に 24日～26日 各党代表質問 

11月 2日 秋の園遊会開催 
官報デジタル化法案 

インターネット版官報にも法的な

効力を付与する 6日？ 予算委員会等で審議開始 

11月 3日～5日 岸田首相フィリピン訪問 
国立大学法人法改正案 国立大学の統合など 

11月 15日～17日 APEC首脳会合 

11月中旬 補正予算案本会議提出 
給与法改正案 公務員給与の引き上げ 

12月 12日 臨時国会会期末 
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物価高対策として減税や給付金などが検討されていますが、以下が令和５年度の税収見込みです。物価高対策として減税や給付金などが検討されていますが、以下が令和５年度の税収見込みです。 

みなさんはこれを見てどう感じますか？みなさんはこれを見てどう感じますか？ 
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